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委 任 状         【東京地裁用】 

 

 

私は、弁護士 髙池勝彦 東京都千代田区平河町二丁目１６番５号クレール平河町３０２号 

            髙池法律事務所 

            電話：０３-３２６３-６０４１／ＦＡＸ：０３-３２６３-６０４２ 

   弁護士 德永信一 大阪市北区南森町一丁目３番２７号南森町丸井ビル６階 

            德永総合法律事務所 

            電話：０６-６３６４-２７１５／ＦＡＸ：０６-６３６４-２７１６  

 に、次の件の代理を委任します。  

 

相手方  原告：関 千枝子 外 ／ 被告：靖國神社 外 

   

    裁判所  東京地方裁判所 民事６部合議Ａ係 

 

       事 件  平成２６年（ワ）第９８２５号  

安倍首相靖國神社参拝違憲確認等請求事件の補助参加 

 

・上記事件の訴訟行為・手続行為、訴え・申立て・調停・審判・異議・控訴・上告・上告受理 

・抗告・許可抗告についての提起又は申立て、それらの取下げ、和解、請求の放棄、請求の認諾、

反訴の提起、保管金納入及び受領、記録の閲覧及び謄写 

・参加、訴訟脱退、強制執行、仮差押え及び仮処分、保全処分 

・示談交渉、弁済金物の受領、公正証書作成嘱託、契約書その他の合意文書の締結、弁護士法 

23条の２に基づく照会請求、職務上の書類取寄請求 

・担保保証の供託、同取消し決定の申立て、同取消しに対する同意、同取消し決定に対する抗 

告権の放棄、権利行使催告の申立て、担保取戻し 

・供託書還付請求、供託物及び利息利札の払渡請求並びに受領、閲覧申請 

・債権届出、債権者集会及び債権調査期日への出席、議決権行使ほか債権者としての権利行使 

・手形訴訟、小切手訴訟又は少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げ及びその取下げについ 

ての同意、訴訟参加又は訴訟引受けによる脱退 

・復代理人の選任及び解任 

 

 

 平成   年   月   日  

 

    住  所  〒  - 

 

 

    委任者                   ㊞                            

  

  ＴＥＬ                 メール 

 

 



 ㊞ 

 

                    委 任 状       【大阪地裁用】 

 

 

私は、弁護士 髙池勝彦 東京都千代田区平河町二丁目１６番５号クレール平河町３０２号 

              髙池法律事務所 

               電話：０３-３２６３-６０４１／ＦＡＸ：０３-３２６３-６０４２ 

   弁護士 德永信一 大阪市北区南森町一丁目３番２７号南森町丸井ビル６階 

            德永総合法律事務所 

            電話：０６-６３６４-２７１５／ＦＡＸ：０６-６３６４-２７１６  

 

 に、次の件の代理を委任します。  

 

 相手方  原告：菱木政晴 外５４５名 ／ 被告：靖國神社 外２名 

              

   裁判所  大阪地方裁判所 第１８民事部合議１係 

 

      事 件  平成２６年（ワ）第３３４０号 参拝差止等請求事件の補助参加 

 

・上記事件の訴訟行為・手続行為、訴え・申立て・調停・審判・異議・控訴・上告・上告受理 

・抗告・許可抗告についての提起又は申立て、それらの取下げ、和解、請求の放棄、請求の認諾、

反訴の提起、保管金納入及び受領、記録の閲覧及び謄写 

・参加、訴訟脱退、強制執行、仮差押え及び仮処分、保全処分 

・示談交渉、弁済金物の受領、公正証書作成嘱託、契約書その他の合意文書の締結、弁護士法 

23条の２に基づく照会請求、職務上の書類取寄請求 

・担保保証の供託、同取消し決定の申立て、同取消しに対する同意、同取消し決定に対する抗 

告権の放棄、権利行使催告の申立て、担保取戻し 

・供託書還付請求、供託物及び利息利札の払渡請求並びに受領、閲覧申請 

・債権届出、債権者集会及び債権調査期日への出席、議決権行使ほか債権者としての権利行使 

・手形訴訟、小切手訴訟又は少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げ及びその取下げについ 

ての同意、訴訟参加又は訴訟引受けによる脱退 

・復代理人の選任及び解任  

 

 

 平成   年   月   日  

 

    住  所 〒  - 

 

 

    委任者                ㊞    

 

  ＴＥＬ                            メール      


